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【阿久根市農地利用最適化推進委員募集要領】 

  

１ 募集人数 定  数  ７ 人 

  農地面積により農業委員会が定めた下表の区域ごとに募集します。 

 担当区域名 人数 

脇本 ２ 

折口、赤瀬川、多田 ２ 

鶴川内 １ 

西目、大川 １ 

山下、波留、その他の大字 １ 

合 計 ７ 

 

２ 月額報酬  ３０,０００円 

  ※月額報酬以外に活動実績に応じた年額報酬が予算の範囲内で支給され

ます。 

３ 任  期 令和８年７月 20 日から令和 11 年７月 19 日 

４ 職務内容 

⑴  農業委員会の総会（毎月開催）に出席し、推進委員として意見を述べ、

併せて審議に関連する現地調査を行います。 

⑵  「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定や「農地等の利用 

の最適化の推進に関する施策改善について関係行政機関等に対する意見」

に関して、推進委員として意見を述べます。 

⑶  農業委員会委員と連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休 

農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進に関する活動を行います。 

⑷  農業委員会等が開催する会議及び研修会に出席（年数回）します。 

⑸  農業委員会委員と連携して、農家からの相談及び農家への助言・指導、

農業一般に関する調査及び情報の提供に関する業務を行います。 

⑹ 農業者年金への加入促進及び全国農業新聞の普及業務を行います。 
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※ 推進委員は、活動内容を月毎に記録し、阿久根市農業委員会事務局へ提

出する必要があります。 

５ 応募資格 

 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進を積極的に進めて

いくことができる者。 

 ただし、次の各号に該当する者は、推進委員になることはできません。 

⑴   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくたった日から５年を経

過しない者を含む） 

⑵ 阿久根市の職員 

⑶ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑷ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

⑸ 法令等により兼職が禁止されている者、その他公務遂行上適当と認めら

れない者 

 ６ 推薦及び応募に係る手続等 

推薦及び応募の方法は、個人又は法人・団体からの推薦を受けて申し込む

方法と本人が応募する方法の３通りがあります。 

⑴ 推薦書及び応募書の様式 

個人による推薦 第１号様式  農地利用最適化推進委員推薦書(個人用) 

法人・団体による推薦 第２号様式  農地利用最適化推進委員推薦書(法人等用) 

本人による応募 第３号様式 農地利用最適化推進委員応募書 

⑵ 添付書類 

ア 個人による推薦 

・推薦をする者の追加用紙（別紙１） 

（推薦者が２人を超える場合に限る） 

・農地利用最適化推進委員候補者経歴書（別紙２） 

・農地利用最適化推進委員候補者の農業経営の状況（別紙３） 
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・農地利用最適化推進委員候補者等の個人情報の取扱いに関する同意 

書（別紙４） 

イ 法人・団体による推薦及び本人による応募 

・農地利用最適化推進委員候補者経歴書（別紙２） 

・農地利用最適化推進委員候補者の農業経営の状況（別紙３） 

・農地利用最適化推進委員候補者等の個人情報の取扱いに関する同意 

書（別紙４） 

※必要に応じて追加の提出書類を求める場合があります。 

７ 募集要項等の書類 

⑴ 阿久根市農業委員会事務局でお受け取りいただけます。 

⑵ 阿久根市ホームページからもダウンロードできます。 

 ８ 募集期間  

   令和８年２月２日（月）から令和８年３月２日（月）まで【必着】 

 ９ 推薦書等の提出方法 

６(1)及び(2)の書類を、持参又は郵送により、阿久根市農業委員会事務局

まで提出してください。（電子メールやＦＡＸでの提出は不可です。） 

書類の受け取り及び持参にて提出される場合は、開庁日の午前８時 30 分か

ら午後５時 15 分までとしてください。 

なお、提出された書類は返却しませんのでご了承ください。 

10 推薦及び応募状況の公表 

募集期間の中間(２月中旬)と期間の終了後(３月上旬)に、提出された書類

をもとに以下の内容を阿久根市ホームページにて公表します。 

⑴ 推薦者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者の氏名、構成員の

数及び構成員資格・その他組織の性格を明らかにする事項 

⑴  推薦者（個人の場合）の氏名、性別、年齢、職業 

⑵  被推薦者又は応募者の氏名、年齢、性別、職業、経歴、農業経営の状況、

認定農業者に該当しているか否かの別 

⑶  推薦又は応募理由  ※ 要約して掲載 
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⑷  農業委員会委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が、農業委員会

委員に応募しているか否かの別 

11 農地利用最適推進委員候補者の選考及び結果等 

応募された方については、新体制の農業委員会農地利用最適化推進委員

候補者選考委員会で候補者の選考をし、阿久根市農業委員会において委嘱

いたします。なお、委嘱までに期間を要しますことから、選考作業の日程

等につきまして、令和８年６月までに推薦者並びに被推薦者及び応募者全

員へ書面で通知します。 

 12 その他 

農地利用最適化推進委員と農業委員会委員は兼任することはできません

が、候補者として両方に応募することはできます。 

13 問い合わせ先及び書類提出先 

 〒８９９－１６９６ 

   阿久根市鶴見町２００番地 

   阿久根市農業委員会事務局 （電話）７３－１２４９ 

 

 


